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○函南町指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）募集要項 

 

（趣旨） 

第１ 気候変動適応法（平成30年法第50号）において、暑さ指数の予測値が35以

上になった場合に発表される「熱中症特別警戒情報」が新設されたことにと

もない、同情報の発表時に開放する「指定暑熱避難施設（以下「クーリング

シェルター」という。）」となる施設を市町村長が指定できるようになりま

した。町では、熱中症による健康被害を防止し、町民の生命と健康を守るた

め、町内の公共施設・民間施設をクーリングシェルターとして指定します。

ついては、クーリングシェルターを運用し、町と共に熱中症対策に取り組ん

でいただける民間施設を募集します。なお、クーリングシェルターとして指

定する場合は、町と協定を締結します。 

（実施内容） 

第２ クーリングシェルターは、町民の休息場所として主に次の内容を実施しま

す。 

⑴ 冷房設備等による空調管理 

⑵ 受入可能人数に応じた空間の確保 

⑶ 出入口等、見やすい場所へのクーリングシェルター案内の設置 

（応募資格） 

第３ 応募資格は、町内に所在する施設で、次の条件を満たす施設とします。 

⑴ 開館又は営業時間中は、避難者が自由に出入り可能であること。 

⑵ 冷房設備は、適切に維持管理及び稼働すること。また、設定温度は、避難

者が快適に過ごせる温度とすること。 

⑶ 受入可能人数に応じて、一人あたりの空間を適切に確保すること。併せて、

休憩できる椅子・ソファ等を配置すること。 

⑷ 避難者の熱中症予防のための飲水等を可能とすること。 

⑸ 避難者にクーリングシェルターであることがわかるよう掲示を行うこと。 

⑹ 環境省の熱中症予防情報について積極的に取得し、把握に努めること。 

⑺ 熱中症特別警戒情報発令時は、各施設が定める日時において必ず開放する

こと。 

⑻ 町ホームページ等によるクーリングシェルターの公表に協力すること。 

⑼ クーリングシェルターの指定について町と協定を締結し、また上記以外に

締結した事項がある場合は、これを実施すること。 

（実施期間） 

第４ クーリングシェルターの実施期間は毎年４月第４水曜日～10月第４水曜日

とします。ただし、初年度は協定締結日を開始日とします。なお、運用するこ
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とができる日及び時間帯は、各施設の実情に応じます。 

（募集期間） 

第５ 令和８年４月１日から随時募集します。 

（申請方法） 

第６ 函南町指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）指定申請書に必要事項

を記載の上で、持参、郵送、電子メールのいずれかの方法によって、厚生部環

境衛生課に提出してください。 

（提出後の流れ） 

第７ 申請用紙提出後の流れは、次のとおりとなります。 

⑴ 町と施設管理者で協定内容の協議 

⑵ 協定の締結 

⑶ クーリングシェルター施設情報の公表（町ホームページ等） 

⑷ クーリングシェルターの運用開始 

（その他） 

第８ 公序良俗に反する、取組の趣旨に適さない等、町が不適当と認める場合は、

クーリングシェルターとして指定されない場合があります。 

 

応募・問合先 

〒419-0192 田方郡函南町平井717番地の13 

函南町厚生部環境衛生課 

電 話 番 号：055-979-8112 

電子メール：kankyou@town.kannami.shizuoka.jp 


